
一
頁

政
令
第
十
四
号

青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令

内
閣
は
、
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利

用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
第
七
項
及
び
第
十
八
条
た
だ
し
書
の
規

定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令

第
三
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
携
帯
電
話
端
末
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
に
組
み
込
ま
れ
た
ブ
ラ
ウ
ザ
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
の
閲
覧

に
供
さ
れ
て
い
る
情
報
を
そ
の
利
用
者
の
選
択
に
応
じ
閲
覧
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
っ

て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
）
を
い
う
。
第
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
「
同
項
に
規
定
す
る
携
帯
電
話
端
末
等
」
に
改
め
る
。



二
頁

第
二
条
中
「
第
十
八
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
七
条
た
だ
し
書
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
十
九
条
た
だ
し
書
」
を
「
第
十
八
条
た
だ
し
書
」
に
、
「
同
条
に
規
定
す
る
機
器
」
を
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

接
続
機
器
」
に
改
め
、
「
ブ
ラ
ウ
ザ
」
の
下
に
「
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
公
衆
の
閲
覧
に
供
さ
れ
て
い
る
情
報
を
そ

の
利
用
者
の
選
択
に
応
じ
閲
覧
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
っ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
）
を
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
当
該
機
器
の
」
を
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接

続
機
器
の
」
に
、
「
蓋
然
性
」
を
「
蓋
然
性
」
に
、
「
当
該
機
器
が
」
を
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
機
器
が
」
に
、
「
一
万
台

が
い

」
を
「
、
青
少
年
に
よ
る
青
少
年
有
害
情
報
の
閲
覧
に
及
ぼ
す
影
響
が
軽
微
な
も
の
と
し
て
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る

台
数
」
に
、
「
機
器
を
」
を
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
機
器
を
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
三
十
年
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
内
閣
府
本
府
組
織
令
の
一
部
改
正
）



三
頁

２

内
閣
府
本
府
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
号

中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

(30)



四
頁

理

由

青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
い
、
携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
の
定
義
を
整
備
す
る
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
機
器
の
製
造
事
業

者
の
義
務
が
適
用
除
外
と
な
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
機
器
の
販
売
数
量
の
基
準
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


